
インフルエンザによる出席停止について（お願い） 

 インフルエンザによる欠席は、集団感染の防止と健康回復のために出席停止となります。また、

インフルエンザにかかった場合だけでなく、感染の疑いやおそれがある場合にも出席停止としてい

ます。また、出席停止期間の基準は、「発症した後５日を経過し、かつ、解熱した後２日（幼児に

あっては３日）を経過するまで」と定めています。発症した日からかぞえると、６日間の出席停止

が必要ということです。その後は、解熱した日によって出席停止日が延期されていきます。解熱後

もインフルエンザウィルスが体内から放出されるためにこうした措置を取ることが求められていま

す。 

 なお、医師の診断を必要とはしませんので、保護者の判断で休ませてください。  

 出席停止は、校内での集団感染を防ぐための措置でもあります。保護者の皆様のご協力ご理解を

お願い申し上げます。なお、期間につきましては、下の早見表をご覧ください。 
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  学校教育目標 
  「 自ら学び共に学ぶ、豊かな心と国際性あふれる たくましい児童・生徒の育成 」 
  目指す子ども像 
   かしこい子・やさしい子・たくましい子・世界で生きる子 
 

※出席停止※ 

 児童生徒が出席しな

ければならない日（授業

日）を減らすということ

ですので、欠席とはなり

ません。 

＝欧州日本人医師会による電話健康相談のお知らせ＝ 

 欧州日本人医師会では、電話による健康相談を受け

付けています。 

 海外での医療に関する不安は、医療方針の基本的な

違いや治療方法への疑いから起こる場合が多いと言わ

れています。ぜひご活用ください。 


